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枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、枚方市情報公開条例（平成29年枚方市条例第40号）の趣旨にのっとり、本

市における会議の公開及び会議録の作成等に関し必要な事項を定めることにより、審議会、意

見聴取会及び庁内委員会の会議等における過程及び内容を明らかにするとともに、その公正

な運営を確保し、もって本市における公正な行政運営の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 審議会 次に掲げるものをいう。 

イ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に規定する附属機関 

ロ 枚方市専門委員設置規則（昭和58年枚方市規則第65号）第４条に規定する専門委員

による協議会 

（２） 意見聴取会 行政執行に係る判断、結論等を導くために行う学識経験者、市民、関係団

体等への意見聴取のための会合 

（３） 庁内委員会 次に掲げるものをいう。 

イ 枚方市庁内委員会規程（平成20年枚方市訓令第10号）に規定する庁内委員会 

ロ 枚方市都市経営会議規程（平成20年枚方市訓令第９号）第１条に規定する枚方市都市

経営会議 

ハ 枚方市障害者雇用推進本部設置規程（昭和59年枚方市訓令第22号）第１条に規定す

る枚方市障害者雇用推進本部、枚方市人権擁護推進本部設置規程（昭和59年枚方市訓

令第26号）第１条に規定する枚方市人権擁護推進本部、枚方市男女共同参画推進本部

設置規程（平成元年枚方市訓令第20号）第１条に規定する枚方市男女共同参画推進本

部、枚方市環境行政推進本部設置規程（平成８年枚方市訓令第21号）第１条に規定する

枚方市環境行政推進本部、枚方市情報化推進本部設置規程（平成12年枚方市訓令第

24号）第１条に規定する枚方市情報化推進本部、枚方市行政改革実施本部設置規程（平

成13年枚方市訓令第21号）第１条に規定する枚方市行政改革実施本部、枚方市健康推

進本部設置規程（平成18年枚方市訓令第33号）第１条に規定する枚方市健康推進本部、

枚方市定住促進・人口誘導対策本部設置規程（平成30年枚方市訓令第14号）第１条に規

定する枚方市定住促進・人口誘導対策本部、枚方市新型コロナウイルス対策本部設置規

程（令和２年枚方市訓令第１号）第１条に規定する枚方市新型コロナウイルス対策本部、枚

方市内部統制制度推進本部設置規程（令和３年枚方市訓令第11号）第１条に規定する枚

方市内部統制制度推進本部及び枚方市健康経営推進本部設置規程（令和４年枚方市訓

令第10号）第１条に規定する枚方市健康経営推進本部 
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ニ イからハまでに掲げるもののほか、法令等（法令、条例又は規則をいう。以下同じ。）又は

訓令その他決裁等の内部手続に基づき、本市の意思決定を行うに当たり設置される本市

職員で構成する会議体 

（会議の公開の決定等） 

第３条 審議会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる会議は、非公開とすることができる。 

（１） 法令等の規定により非公開とされる会議 

（２） 枚方市情報公開条例第５条に規定する非公開情報（以下「非公開情報」という。）が含ま

れる事項に関する審査等を行う会議 

（３） 公開することにより、公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、その目的を達成すること

ができない会議 

２ 審議会の会議が前項に掲げる会議に該当する場合において、これを非公開とするときは、審

議会がその決定をするものとする。 

３ 前項の決定は、審議会の会長その他の当該審議会を代表する者を定める会議又は同項の決

定を行う必要があると認められる会議において行うものとする。 

４ 第２項の決定を行う会議は、当該決定が行われるまで公開としなければならない。ただし、第

８条第２項の規定により委員の氏名が非公表とされた審議会の会議は、この限りでない。 

５ 審議会は、第２項の決定を行ったときは、当該決定に係る会議が第１項各号に掲げる会議に

該当する理由を明らかにしなければならない。 

６ 庁内委員会の会議は、非公開とする。 

（会議の公開の方法等） 

第４条 審議会の会議の公開は、当該会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めること

により行うものとする。 

２ 前項の場合において、当該会議の傍聴の方法は、次に掲げるいずれかの方法のうち、審議会

が認めたものによるものとする。 

（１） 当該会議の開催場所に入場させる方法 

（２） 審議会の会議の映像及び音声を視聴することができる場所を設け、当該場所においてこ

れを視聴させる方法 

（３） 審議会の会議の映像及び音声を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識し

ながら通話をすることができる方法により視聴させる方法 

３ 第１項の場合において、審議会は、傍聴を認める者（以下「傍聴者」という。）の定員を定める

ことができる。 

４ 審議会は、その会議の公開に当たっては、当該会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に

係る手続その他必要な事項を決定するとともに、当該会議の開催中における会場の秩序の維

持に努めなければならない。 
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５ 審議会は、前項の規定による決定に際し、当該会議の次第、提出資料等（以下「会議資料」と

いう。）を、第２項第１号及び第２号に掲げる方法による傍聴の場合にあっては、傍聴者の閲覧

に供し、又は傍聴者に配布することを、同項第３号に掲げる方法による傍聴の場合にあっては、

会議資料の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいう。）を傍聴者の視聴に供することを定めるよう努めなけれ

ばならない。ただし、会議資料に非公開情報が含まれる場合は、この限りでない。 

６ 第４項の規定による決定については、前条第３項の規定を準用する。 

（会議開催の周知） 

第５条 審議会の所管部署（当該審議会の庶務を担任する部署をいう。以下同じ。）は、その会

議の開催に当たっては、当該会議の公開又は非公開にかかわらず、次に掲げる事項を記載し

た書面（電磁的記録（枚方市情報公開条例第２条第２項に規定する電磁的記録をいう。以下

同じ。）を含む。）を所定の掲示板及び市ホームページに掲載し、並びに行政資料コーナーに配

架する方法により、事前に市民に周知しなければならない。 

（１） 会議の名称 

（２） 開催日時 

（３） 開催場所 

（４） 案件名 

（５） 会議の公開、非公開の別 

（６） 会議が非公開の場合にあっては、その理由 

（７） 会議が公開の場合にあっては、傍聴者の定員及び傍聴の手続 

（８） 所管部署の名称 

２ 審議会の所管部署は、公開の審議会の会議にあっては、前項に規定する方法に加え、当該会

議の開催について、市広報紙への掲載等により事前の周知に努めるものとする。 

（会議録の作成） 

第６条 審議会は、その会議の公開又は非公開にかかわらず、当該会議の終了後概ね２月以内

に、その会議録を作成しなければならない。 

２ 前項の会議録を作成する方法は、審議会が決定する。この場合においては、第３条第３項の

規定を準用する。 

３ 第１項の会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１） 会議の名称 

（２） 開催日時 

（３） 開催場所 

（４） 出席者及び欠席者の氏名 

（５） 案件名 
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（６） 提出された資料の名称 

（７） 審議内容 

（８） 決定事項 

（９） 会議の公開、非公開の別 

（10） 会議が非公開の場合にあっては、その理由 

（11） 会議録の公表、非公表の別 

（12） 会議録が非公表の場合にあっては、その理由 

（13） 会議が公開の場合にあっては、傍聴者の数 

（14） 所管部署の名称 

４ 前項第７号の会議録の審議内容は、審議の経過が分かるように、発言者及び発言内容を明

確にして記載しなければならない。 

５ 会議録を作成するために作成した電磁的記録（音声をその内容とするものに限る。）は、当該

会議録を作成した日の属する年度の翌年度の末日までの間保存しなければならない。 

（会議録の公表） 

第７条 前条第１項の会議録は、公表とする。ただし、第３条第１項各号のいずれかに該当した会

議の会議録は、非公表とすることができる。 

２ 第３条第２項、第３項及び第５項の規定は、会議録の非公表について準用する。 

３ 審議会の所管部署は、会議録の確定後速やかに、原則として次に掲げる方法により、審議会

の会議に係る会議録（公表とされたものに限る。）を一般の閲覧に供するものとする。 

（１） 所管部署での閲覧 

（２） 行政資料コーナーへの配架 

（３） 市ホームページへの掲載 

４ 前項第１号及び第３号の規定により閲覧に供する会議録については、当該会議の会議資料を

添付しなければならない。 

５ 第３項第２号及び第３号の規定による閲覧は、当該会議を開催した日の属する年度の翌年度

の末日まで行うものとする。 

（審議会の担任事務及び委員氏名の公表） 

第８条 審議会の所管部署は、当該審議会が設置されたときはその担任事務を、委員が委嘱さ

れたときはその氏名を、公表しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、審議会の所管部署は、委員の氏名を公表することにより、当該審

議会の会議の公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、その目的を達成することができない

と認めたときは、当該委員の氏名を非公表とすることができる。この場合においては、その理由

を明らかにしなければならない。 

（意見聴取会及び庁内委員会） 
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第９条 第３条（第６項を除く。）から前条までの規定は、意見聴取会について準用する。 

２ 第６条（第３項第９号から第13号までを除く。）及び第７条の規定は、庁内委員会について準

用する。この場合において、第６条第４項中「経過が分かるように、発言者及び発言内容」とあ

るのは、「概要をまとめ、決定に至る審議の過程」とする。 

（運用状況の公表） 

第10条 市長は、毎年度、その前年度における審議会の会議の公開及び会議録の公表の状況

をとりまとめ、これを公表するものとする。 

（補則） 

第11条 この訓令に定めるもののほか、審議会の会議の公開並びに審議会等の会議録の作成

及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。  


